
●本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成十五年度に
おいて緊急に講ずべき特別措置に関する法律

＜平成15年4月25日成立 5月1日公布 5月12日施行＞

●平成十五年度において政府が承継する本州四国連絡橋公団の債務を定
＜平成15年5月1日公布 5月12日施行＞める政令

Ⅰ．趣 旨

本州四国連絡橋公団の債務の負担の軽減を図るために平成１５年度において緊急
に講ずべき措置として、政府による同公団の債務の承継に関する特別措置について
規定。

Ⅱ．概 要

政府は、本州四国連絡橋公団の長期借入金及び本州四国連絡橋債券に係る債務で
政令で定めるもの（約1.34兆円）を一般会計において承継するものとする。

平成14年12月12日(木)「道路関係四公団の民営化について」 政府・与党申し合わせ（抄）

２．平成15年度予算に関連する事項

① 本州四国連絡橋公団の債務処理等

有利子債務の一部（約1.3兆円）を切り離し、国の道路特定財源により早期に処理すると

ともに、国及び地方による出資の期間を平成34年度まで10年間延長することにより、将来

における国民負担の膨張を避けるとともに、現行料金の引上げを前提とせずに本四架橋と

しての自立的経営を可能なものとする （後略）。

本州四国連絡橋公団債務の処理スキーム

Ｈ１５～Ｈ１９
自動車重量税の一部

本四公団
債務　　　約２．５兆円
出資金 　約０．９兆円
計　　　 　約３．４兆円

本四公団
債務 　約３．８兆円
出資金 　約０．９兆円
計　　　 　約４．７兆円

切り離し
債務

約1.34兆円

債務の切り離し

承継国債整理基金特別会計
　　　　　　↑
　　　　一般会計

全体予算額　約１．４７兆円（利払い含む）
Ｈ１５年度予算額　２，２４５億円

Ｈ１５出資金　８００億円
　　　国　　　　５３３億円
　地　方 　　 ２６７億円

Ｈ１５～Ｈ１９
自動車重量税の一部

本四公団
債務　　　約２．５兆円
出資金 　約０．９兆円
計　　　 　約３．４兆円

本四公団
債務 　約３．８兆円
出資金 　約０．９兆円
計　　　 　約４．７兆円

切り離し
債務

約1.34兆円

債務の切り離し

承継国債整理基金特別会計
　　　　　　↑
　　　　一般会計

全体予算額　約１．４７兆円（利払い含む）
Ｈ１５年度予算額　２，２４５億円

Ｈ１５出資金　８００億円
　　　国　　　　５３３億円
　地　方 　　 ２６７億円


